
景観重点整備地区小倉都心地区 区域図

【参考】変更（追加）箇所における届出対象行為及び行為の制限（新旧対照表） 

届出対象行為

対象 旧 新 

建築物の新築・改築等 

・延べ面積 10,000 ㎡超 

（店舗等：3,000 ㎡超） 

・高さ 31m 超

・規模に関わらず全て 

屋外広告物 ― 
・事前協議 

（屋外広告物条例に基づくもの） 

行為の制限（景観形成基準）※抜粋

対象 旧 新 

建築物の新築・改築等 

・外壁の色彩（彩度６以下） 

・隣接する建築物と調和に 

配慮する     など 

（左記に加え） 

・１階部の賑わいの演出に配慮し、 

連続性が途切れないよう配慮する 

             など 

屋外広告物 

・周辺のまちなみ景観を阻害 

しないように工夫する

など 

（左記に加え） 

・自己用広告物以外(貸し看板)は掲出 

しないよう努める         など 
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凡   例

対象区域 

駅南及び駅南周辺区域

紫川区域

小倉駅新幹線口区域

城内大手町周辺区域

※道路に接する敷地の建築物等を対象

紫川区域

駅南及び駅南周辺区域

城内大手町周辺区域

小倉駅新幹線口区域 

（旧：国道 199号バイパス区域）
    変更（追加）箇所 

※朱書き変更箇所 

別紙１ 


